
消防用設備等の非常電源となる自家発 
電設備には運転性能の点検が必要です 

 

◆運転性能の点検とは？ 

消防法令により、消防用設備等（非常電源を含む。）は、

半年毎の機器点検と１年毎の総合点検を実施し、結果を

定期に消防署へ報告することが義務付けられています。 

運転性能の点検はその点検項目のひとつで、自家発

電設備のエンジンがアイドリング状態のみならず、高回転

になっても運転性能に問題がないか確認するものです。 
 

◆運転性能の点検の対象となる自家発電設備は？ 

消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備のうち、エンジン種別

がガスタービンエンジン以外のもの（ディーゼルエンジン等）が対象となります。 
 

◆運転性能の点検方法は？ 

実負荷運転、擬似負荷運転、内部観察等のいずれかの方法を選択し実施します。 

・実負荷運転・・・・・建物に実際に設置された消防用設備等を作動させる方法 

・擬似負荷運転・・・外部から持ち込んだ擬似負荷装置を接続する方法 

・内部観察等・・・・・発電設備の部品を取外し、内部の異常の有無を確認する方法 
 

◆運転性能の点検周期は？ 

１年に１度、消防用設備等の総合点検時に実施します。ただし、消耗部品を定期に
交換するなど、運転性能の維持に係る予防的な保全策を講じていれば、６年に１度 

とすることができます。 
 

 

 

 

 
 

 

 

自家発電設備 

【お問合せ先】 
詳細については、管轄消防署（括弧内が管轄）へお問合せください。  

〇 熊本市中央消防署（中央区※１）    ℡096-364-2894 

〇 熊本市東消防署（東区）      ℡096-367-6315 

〇 熊本市西消防署（西区・中央区※２）    ℡096-353-5028 

〇 熊本市南消防署（南区）     ℡096-212-0303 

〇 熊本市北消防署（北区）    ℡096-327-2020 

〇 熊本市益城西原消防署（益城町・西原村） ℡096-286-2298 

※１ 中央区(西署の管轄を除く。) 

 

※２ 西区全域 

中央区(一新・慶徳・五福・向山校区) 

お使いの建物で運転性能の点検が実施されているかどうかの確認や、

今後の点検実施については、普段から消防用設備等の点検を依頼してい

る点検事業者にご相談ください。 


